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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極および負極を備える電極体と電解液とを貫通孔が設けられた外装ケースに収容して
電池組立体を構築する工程と、
　前記貫通孔を仮封止した状態で前記電池組立体の初期充電を行う工程と、
　前記初期充電の後、前記貫通孔を通じて前記ケースの内外を連通するガス抜き通路を形
成することにより前記ケース内の余剰ガスを外部に排出する工程と、
　前記外装ケースに金属製の本封止部材を溶接することにより前記貫通孔を本封止する工
程と、
　を備える密閉型電池の製造方法であって、
　ここで、前記外装ケースのうち前記貫通孔を区画形成する貫通孔形成部分は当該部分を
囲む周辺部分よりも該ケースの外側に張り出しており、
　前記仮封止状態では、前記貫通孔が前記ケースの外部に開口する外部開口端を該貫通孔
の内部には入り込まない形状の仮封止部材で該外部開口端の外側から覆うことにより前記
貫通孔の内部空間と前記ケースの外部空間とが遮断されており、
　前記仮封止部材に前記貫通孔の内部空間と前記ケースの外部空間とを連通するガス排出
孔を形成することにより前記ガス抜き通路を形成する、密閉型電池製造方法。
【請求項２】
　前記電池組立体の構築は、前記外装ケースに前記電極体を収容し、次いで前記貫通孔か
ら前記ケース内に前記電解液を注入した後に該貫通孔を仮封止することにより行われる、
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請求項１に記載の密閉型電池製造方法。
【請求項３】
　前記貫通孔の仮封止は、前記外部開口端を囲んで前記外装ケースの外表面にポリマー材
料が環状に露出したポリマー露出部にポリマー材料製の前記仮封止部材を溶着することに
より行われる、請求項１または２に記載の密閉型電池製造方法。
【請求項４】
　前記貫通孔形成部分は、金属製の内周層とポリマー材料製の外周層とを備える筒状部材
を有し、該筒状部材は前記周辺部分を厚み方向に挟み込んで前記内周層をかしめ固定する
ことにより該周辺部分に取り付けられており、前記内周層の内部に前記貫通孔が形成され
ている、請求項１から３のいずれか一項に記載の密閉型電池製造方法。
【請求項５】
　前記貫通孔形成部分は前記ケースの外側に突出する筒部を有し、該筒部の外側端には該
筒部から径方向外側に広がるフランジ部が形成されており、前記外部開口端を覆う前記仮
封止部材を前記フランジ部に取り付けることにより前記仮封止が行われる、請求項１また
は２に記載の密閉型電池製造方法。
【請求項６】
　前記仮封止部材は熱収縮性樹脂材料製であり、有底筒状に成形された前記仮封止部材を
前記筒部の外側端から前記フランジ部に被せ、該仮封止部材を加熱収縮させて該仮封止部
材の内周を前記フランジ部の外周に密着させることにより該仮封止部材を前記フランジ部
に取り付ける、請求項５に記載の密閉型電池製造方法。
【請求項７】
　前記本封止部材は前記仮封止部材の全体を覆う形状であって、該仮封止部材の外周を囲
む溶接部において該本封止部材を金属製の前記周辺部分に溶接することにより前記貫通孔
が本封止される、請求項１から６のいずれか一項に記載の密閉型電池製造方法。
【請求項８】
　前記ガス排出孔の形成後における前記貫通孔形成部分には、前記ポリマー露出部の内周
側に、前記外部開口端を囲んで前記外装ケースの外表面に金属材料が環状に露出した金属
露出部が形成されており、該金属露出部に前記本封止部材を溶接することにより前記貫通
孔が本封止される、請求項３に記載の密閉型電池製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン電池等の密閉型電池を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、リチウムイオン電池その他の密閉型の二次電池は、車両搭載用電源あるいはパソ
コンや携帯端末等の電源として重要性が高まっている。特に、軽量で高エネルギー密度が
得られるリチウムイオン電池は、車両搭載用高出力電源として好ましく用いられるものと
して期待されている。
【０００３】
　この種の密閉型電池を製造する一つの代表的な方法では、正極活物質を有する正極およ
び負極活物質を有する負極を備える発電要素（電極体）を適当な電解質とともに金属製の
外装ケースに収納し、該ケースを封止（密閉）する。ここで、組立直後の電池は未充電状
態にあるため、この電池に対して初期充電（構築した電池に対して初めて充電することを
いう。以下同じ。）を行う。一般にこの初期充電を行うと電池内でガス（例えば水素ガス
）が発生し、電池の内圧が上昇するため、該初期充電の後に一旦上記密閉状態を解いてケ
ース内のガスを放出させる。かかるガスの放出（ガス抜き）は、典型的には、ケースに設
けられた貫通孔を通じて該ケースの内外を連通するガス抜き通路を形成することにより行
われる。ガス抜きが終了したら、上記ガス抜き通路を封止してケース内を再び密閉状態と
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する。このようにして密閉型電池が製造される。電池の密閉性を高める（例えば、水分等
の浸入をより高度に防止する）ためには、上記ガス抜き通路の封止を金属の溶接により行
うことが好ましい。
【０００４】
　特許文献１には、ケースに設けられた貫通孔の内側から仮当板を当てがって接合した状
態で初期充電を行い、次いで上記仮当板に排出孔を穿設することにより該排出孔および上
記貫通孔を通じてケースの内外を連通するガス抜き通路を形成し、そのガス抜き通路から
ケース内部のガスを排出する技術が記載されている。初期充電後のガス排出に関する他の
従来技術文献として特許文献２が挙げられる。特許文献３は、電池ケースの電解液注液口
に封口栓を溶接することに関する従来技術文献である。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３２４５８６号公報
【特許文献２】特開２０００－３５３５４７号公報
【特許文献３】特開２０００－１０６１５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記電解質として液状の電解質（すなわち電解液）を備える電池では、上記
初期充電後のガス抜きの際に上記ガス抜き通路からガスとともに電解液が噴き出してしま
うことがあった。この噴き出した電解液がガス抜き通路の外側端（電池外への開口部）の
周囲、例えばケースの外側面に付着すると、該ガス抜き通路を封止する金属部材を溶接す
る際に該電解液中の支持塩によってブローホールが発生し易くなり、溶接品質が低下する
という問題があった。特許文献２には、ケースの貫通孔を塞ぐゴム栓に中空針を突き刺し
てケース内のガスを回収することでガス抜き時における電解液の飛散を回避する技術が記
載されているが、かかる煩雑な操作を伴うガス抜き方法では電池の製造効率が低下する。
【０００７】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、初期充電後のガス抜
きを効率よく行うことができ、かつ該ガス抜き用の通路（ガス抜き通路）を封止する際の
溶接不良を低減し得る電池の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によると、密閉型電池（典型的には二次電池、例えばリチウムイオン電池等の非
水電解液二次電池）の製造方法が提供される。その方法は、正極および負極を備える電極
体と電解液とを貫通孔が設けられた外装ケースに収容して電池組立体を構築する工程を含
む。また、前記貫通孔を仮封止した状態で前記電池組立体の初期充電を行う工程を含む。
また、前記初期充電の後、前記貫通孔を通じて前記ケースの内外を連通するガス抜き通路
を形成することにより前記ケース内の余剰ガスを外部に排出する工程を含む。また、前記
外装ケースに金属製の本封止部材を溶接（例えば、レーザ溶接、電子ビーム溶接等を好ま
しく採用し得る。）することにより前記貫通孔を本封止する工程を含む。ここで、前記外
装ケースのうち前記貫通孔を区画形成する貫通孔形成部分は、当該部分を囲む周辺部分よ
りも該ケースの外側に張り出している。また、前記仮封止状態では、前記貫通孔が前記ケ
ースの外部に開口する外部開口端を該貫通孔の内部には入り込まない形状の仮封止部材で
該外部開口端の外側から覆うことにより、前記貫通孔の内部空間と前記ケースの外部空間
とが遮断されている。そして、前記貫通孔の内部空間と前記ケースの外部空間とを連通す
るガス排出孔を前記仮封止部材に形成することにより、前記ガス抜き通路を形成する。上
記本封止部材は、典型的には少なくとも上記ガス排出孔を覆うように溶接される。
【０００９】
　上記貫通孔にネジ状や栓状の仮封止部材を組み付けて該貫通孔の仮封止を行い（したが
って該仮封止部材の外周は貫通孔の内壁に密接している。）、初期充電後に該仮封止部材
を除去するかあるいは上記組み付けを緩めることによりガス抜きを行う従来の電池製造方
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法（ガス抜き方法）によると、該仮封止部材（ネジや栓）の外周と貫通孔内壁との密接が
解かれた瞬間に該仮封止部材と貫通孔内壁との間に狭い間隙が形成される。すると、この
間隙を通って外部に流出する上記余剰ガス（以下、単に「ガス」ということもある。）の
勢いにより、ケース内の電解液が上記ガスとともに噴き出してしまうことがある。上述の
ように仮封止部材の外周が貫通孔の内壁に密接した封止構造では該密接部分に電解液が溜
まりやすく、このことが上記電解液の噴出（飛散）を招く一要因となっていた。
【００１０】
　本発明の製造方法では、貫通孔の内部には入り込まない形状の仮封止部材で該貫通孔の
外部開口端（最も外側の端部）を覆うことによって該貫通孔の仮封止が行われている。し
たがって、仮封止部材と貫通孔内壁との密接部分が存在しないので、ガス抜きの際に上記
密接部分に溜まった電解液がガスとともに噴き出す事象を回避することができる。また、
上記貫通孔形成部分が外装ケースの外側に張り出して（突出して）いることにより上記貫
通孔の外部開口端がケース内の電解液面から遠ざけられている。しかも上記仮封止部材は
該開口端の外側に取り付けられる。このように電解液が仮封止部材に近づき難い構造とな
っているので、該仮封止部材にガス排出孔を形成したときに該排出孔からガスとともに電
解液が噴き出す事象をより高度に回避することができる。その結果、上記本封止部材が溶
接される部分の外装ケースに電解液が付着することが防止されるので、上述したブローホ
ールの発生等が回避され、良好な溶接品質を安定して実現することができる。
【００１１】
　なお、本明細書において「電池」とは、電気エネルギーを取り出し可能な蓄電デバイス
一般を指す用語であって、一次電池および二次電池を含む概念である。また、本明細書に
おいて「二次電池」とは、リチウムイオン電池、金属リチウム二次電池、ニッケル水素電
池、ニッケルカドミウム電池等のいわゆる蓄電池ならびに電気二重層キャパシタ等の蓄電
素子を包含する概念である。ここに開示される技術は、典型的には二次電池およびその製
造に適用される。
【００１２】
　ここに開示される方法の好ましい一態様では、前記外装ケースに前記電極体を収容し、
次いで前記貫通孔から前記ケース内に前記電解液を注入した後に該貫通孔を仮封止するこ
とにより前記電池組立体が構築される。かかる態様によると、前記貫通孔を利用して電解
液を注入することにより、該貫通孔とは別に設けられた電解液注入口から電解液を注入す
る態様に比べて外装ケースの封止箇所を減らすことができる。これにより、電池の封止性
（密閉性）の向上、製造効率の向上等のうち少なくとも一つの効果が実現され得る。
【００１３】
　上記貫通孔の仮封止は、前記外部開口端を囲んで前記外装ケースの外表面にポリマー材
料が環状に露出したポリマー露出部にポリマー材料製の前記仮封止部材を溶着（典型的に
は熱溶着）することにより好ましく行われ得る。かかる態様によると、貫通孔の外部開口
端をその外側から仮封止部材で覆った封止構造を簡単に実現することができる。
【００１４】
　前記仮封止部材を構成するポリマー材料としては、前記ポリマー露出部を構成するポリ
マー材料と相溶性を有する熱可塑性樹脂材料を好ましく採用することができる。前記仮封
止部材のうち少なくとも前記ポリマー露出部と溶着される部分の表面が該熱可塑性樹脂材
料により構成されていることが好ましい。例えば、前記ポリマー露出部および前記仮封止
部材がいずれもポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂およびテトラフルオロエチレン－
パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体樹脂（パーフルオロアルコキシアルカン；
ＰＦＡ）等のフッ素樹脂から選択されるいずれかのポリマー材料からなる構成を好ましく
採用することができる。
【００１５】
　ここに開示される方法の好ましい一態様では、前記貫通孔形成部分が、金属製の内周層
とポリマー材料製の外周層とを備える筒状部材を有する。該筒状部材は、前記周辺部分を
厚み方向に挟み込んで前記内周層をかしめ固定することにより該周辺部分に取り付けられ
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ている。前記内周層の内部に前記貫通孔が形成されている。かかる構成の外装ケースは、
上記筒状部材のかしめ固定により簡単に作製することができ、また前記貫通孔形成部分が
前記筒状部材の厚さ分だけケース外側に張り出した構成を有することから、ここに開示さ
れるいずれかの製造方法に使用される外装ケースとして好適である。
　上記筒状部材は、例えば、前記周辺部分の外側表面にかしめられる側の端部で前記外周
層（ポリマー層）が前記内周層（金属層）よりも延長された構成であり得る。かかる構成
の筒状部材を用いることにより、上記ポリマー露出部を容易に形成することができる。
【００１６】
　ここに開示される方法の好ましい一態様では、前記貫通孔形成部分が、前記ケースの外
側に突出する筒部を有する。該筒部の外側端には、該筒部から径方向外側に広がるフラン
ジ部が形成されている。そして、前記外部開口端を覆う前記仮封止部材を前記フランジ部
に取り付けることにより前記仮封止が行われる。かかる構成の外装ケースは、上記筒部が
ケース外側に張り出した構成を有することから、ここに開示されるいずれかの製造方法に
使用される外装ケースとして好適である。また、前記フランジ部を利用して前記仮封止部
材を容易にかつ確実に固定することができる。
【００１７】
　例えば、以下の仮封止部材取付方法を好ましく採用することができる。すなわち、前記
仮封止部材は熱収縮性樹脂材料製であって有底筒状に成形されている。そして、該仮封止
部材を前記筒部の外側端から前記フランジ部に被せ、該仮封止部材を加熱収縮させて該仮
封止部材の内周を前記フランジ部の外周に密着させることにより、該仮封止部材を前記フ
ランジ部に取り付ける。かかる方法によると、前記筒状部の外側端（すなわち貫通孔の外
部開口端）を容易に仮封止することができる。
【００１８】
　ここに開示される方法の好ましい一態様では、前記本封止部材が前記仮封止部材の全体
を覆う形状を有する。そして、該仮封止部材の外周を囲む溶接部において該本封止部材を
金属製の前記周辺部分に溶接することにより、前記貫通孔が本封止される。かかる態様に
よると、前記仮封止部材の全体が前記本封止部材が溶接された部分（溶接部）の内側に位
置するので、金属の溶接による良好な封止性（密閉性）を実現することができる。また、
前記外部開口端を覆う仮封止部材のさらに外周に前記溶接部が設けられているので、本封
止部材の溶接熱の放散性が良好である。したがって、例えばポリマー材料製の仮封止部材
を用いる場合であっても、上記溶接熱によって仮封止部材が変形したり分解ガスを生じた
りする事象を回避することができる。これにより良好な溶接品質を安定して実現すること
ができる。
【００１９】
　また、上述のようにポリマー材料製の仮封止部材を上記ポリマー露出部に溶着すること
で貫通孔を仮封止する態様において、好ましくは、前記ガス排出孔の形成後における前記
貫通孔形成部分には、前記ポリマー露出部の内周側に、前記外部開口端を囲んで前記外装
ケースの外表面に金属材料が環状に露出した金属露出部が形成される。そして、該金属露
出部に前記本封止部材を溶接することにより前記貫通孔が本封止される。かかる態様によ
ると、外装ケースと本封止部材との溶接部が上記ポリマー露出部の内周側にある（すなわ
ち溶接部の径が小さい）ので、該本封止部材を外装ケース（ここでは金属露出部）に溶接
するために要する溶接エネルギーを低減することができる。
【００２０】
　ここに開示されるいずれかの方法により製造された二次電池（例えばリチウムイオン電
池）は、車両に搭載される電池として好適に利用され得る。したがって、本発明によると
、ここに開示されるいずれかの方法により製造された二次電池を備える車両（例えば自動
車）が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明のいくつかの好適な実施形態例を説明する。なお、本明細書において特に
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言及している事項以外の事柄であって本発明の実施に必要な事柄は、当該分野における従
来技術に基づく当業者の設計事項として把握され得る。本発明は、本明細書に開示されて
いる内容と当該分野における技術常識とに基づいて実施することができる。
　本発明に係る方法を適用して製造された密閉型電池（典型的には二次電池）は、特に自
動車等の車両に搭載されるモータ（電動機）用電源として好適に使用し得る。したがって
本発明は、図２３に模式的に示すように、かかる電池１０（当該電池１０を複数個直列に
接続して形成される組電池の形態であり得る。）を電源として備える車両（典型的には自
動車、特にハイブリッド自動車、電気自動車等のような電動機を備える自動車）１を提供
する。
【００２２】
　特に限定することを意図したものではないが、以下では捲回型の電極体（捲回電極体）
と非水電解液とを角形（箱形）容器に収容した形態の密閉型リチウムイオン電池を製造す
る場合を例として本発明を詳細に説明する。また、以下の図面において、同じ作用を奏す
る部材・部位には同じ符号を付し、重複する説明は省略または簡略化することがある。
【００２３】
　　＜例１＞
　本例より製造されるリチウムイオン電池は、例えば図１に示すように、長尺シート状の
正極および負極が長尺シートのセパレータを介して扁平に捲回された形態の電極体（捲回
電極体）３０と、該捲回電極体３０を収容し得る形状（本実施形態では扁平な箱形）の外
装ケース１２とを備える。なお、この図１では、図解の便宜のため、外装ケース１２の上
部（後述する蓋体４０）と下部とでは断面の位置を異ならせている。
【００２４】
　ケース１２は、一端（本例に係る電池１０の通常の使用状態における上側の端部に相当
する。）に開口部を有する箱形（すなわち有底四角筒状）のケース本体１３と、その開口
部に取り付けられて該開口部を塞ぐ蓋体４０とを備える。蓋体４０には、外部接続用の正
極端子１５および負極端子１６が固定されている。それらの電極端子１５，１６の一端（
外側端）は蓋体４０の外方に突出しており、他端（内側端）はケース１２の内部に収容さ
れた捲回電極体３０の正極３２および負極３４とそれぞれ電気的に接続されている。ケー
ス１２の材質は、従来の密閉型電池で使用されるものと同じであればよく、特に制限はな
い。軽量で熱伝導性の良い金属材料を主体に構成されたケース１２が好ましく、このよう
な金属製材料としてアルミニウム、ステンレス鋼、ニッケルめっき鋼等が例示される。本
例に係るケース１２（ケース本体１３および蓋体４０）はアルミニウムを主体に構成され
ている。
【００２５】
　蓋体４０は、ケース本体１３の開口形状に合う長方形状に形成されたアルミニウム製の
蓋本体４１を備える。蓋本体４１には、長手方向で電極端子１５，１６の間に位置する部
分の幅方向の中央部に、図３によく示されるように例えば円形状の開口部４１Ａが設けら
れている。この開口部４１Ａには、図４によく示されるように、内周側の金属層４３と外
周側のポリマー層４４とが積層された二層構造の筒状部材４２が、開口部４１Ａ周囲の蓋
本体４１を挟み込むように取り付けられている。この金属層４３の内部に、蓋体４０（外
装ケース１２）の内外を連通可能な円筒状の貫通孔２１が形成されている。すなわち、筒
状部材４２が取り付けられた部分は、貫通孔２１を区画形成する貫通孔形成部分４０Ａと
して構成されている。この貫通孔形成部分４０Ａは、当該部分を囲む周辺部分４０Ｂに比
べて、筒状部材４２の厚み分だけ蓋体４０（外装ケース１２）の外側に突出している。こ
れにより、貫通孔２１の外部開口端２１Ａは、周辺部分４０Ｂ（蓋本体４１の外表面）よ
りも高い位置に形成されている。図１に示す状態のリチウムイオン電池１０（完成品）で
は、貫通孔２１の外部開口端２１Ａを覆って金属製の本封止部材２４が蓋体４０の外表面
に溶接固定されている。この本封止部材２４によって貫通孔２１の内部空間（すなわちケ
ース１２の内部空間）が外部から遮断（封止）されている。
【００２６】
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　筒状部材４２の蓋本体４１（開口部４１Ａ）への取り付けは、例えば以下のようにして
好適に行うことができる。すなわち図３に示すように、外側端４２Ａがフランジ状に広が
った縦断面Ｔ字状の筒状部材４２を用意し（かかる形状の筒状部材４２は、例えばインサ
ート成形により容易に製造され得る。）、この筒状部材の内側端４２Ｂを蓋本体４１の開
口部４１Ａに外側から挿入して上記フランジ状の部分を蓋本体４１の外側面に係止する。
次いで、蓋本体４１の内側において筒状部材４２の内側端４２Ｂを外周方向に広げ、図４
に示すように、蓋本体４１Ａを厚み方向に挟み込むように金属層４３をかしめる。このよ
うな取付構造（取付方法）によると、接着剤等の薬剤を用いることなく筒状部材４２を開
口部４１Ａ（蓋本体４１）に確実に固定することができる。
【００２７】
　ここで、筒状部材４２の外側端４２Ａおよび内側端４２Ｂではポリマー層４４が金属層
４３よりも長く延びて（延長されて）おり、外側端４２Ａの端面ではポリマー層４４が金
属層４３の端面を覆っている。これにより、図４によく示されるように、上述したフラン
ジ状部分（貫通孔２１の外部開口端２１Ａを環状に囲む部分）の外周端部には、蓋体４１
の外表面からみて、ポリマー層４４が円形状に露出したポリマー露出部４８が形成されて
いる。このポリマー露出部４８の内側は、蓋体４１の外表面に金属層４３が露出した金属
露出部４９となっている。この金属露出部４９の形状は、貫通孔２１の外部開口端２１Ａ
を囲む環状（孔開き円盤状）である。
【００２８】
　なお、ポリマー層４４を構成するポリマー材料としては、使用する電解液に対して耐性
（典型的には耐酸性）を有する各種のポリマー材料を適宜選択して用いることができる。
例えば、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）等のポリオレフィン系樹脂；パ
ーフロロアルコキシアルカン（ＰＦＡ）、ポリテトラフロロエチレン（ＰＴＦＥ）等のフ
ッ素樹脂；エチレン－プロピレン－ジエン共重合体（ＥＰＤＭ）等のゴム類；等のポリマ
ー材料を好ましく採用することができる。また、ＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド）
、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン樹脂
）、ＰＥＳ（ポリエーテルスルホン樹脂）等のポリマー材料を用いてもよい。本例で使用
する筒状部材４２のポリマー層４４はポリプロピレン製である。
　また、金属層４３を構成する金属材料としては、上記かしめ固定が可能な金属材料を特
に限定なく使用することができる。例えば、アルミニウム、ステンレス鋼、銅等の金属材
料を好ましく採用し得る。本例で使用する筒状部材４２の金属層４３はアルミニウム製で
ある。
【００２９】
　このような構成の蓋体４０を備えた外装ケース１２を用いて図１に示すリチウムイオン
電池１０を製造する方法の要部につき、図２に示すフローチャートに沿って説明する。
　まず、上述した構成を備える外装ケース１２および捲回電極体３０を用意し、ケース１
２に捲回電極体３０を収容する（図２に示すステップＳ１０）。図１に示すように、本例
においてケース１２に収容される捲回電極体３０は、通常のリチウムイオン電池の捲回電
極体と同様、長尺シート状の正極（正極シート）３２および負極（負極シート）３４を計
二枚の長尺シート状のセパレータ（セパレータシート）（図示せず）とともに積層して長
手方向に捲回し、次いで得られた捲回体を側面方向から押しつぶして拉げさせることによ
って作製され得る。ここで、正極シート３２と負極シート３４とは幅方向に位置をややず
らして、上記セパレータシートの幅方向の一端および他端から該シート３２，３４の幅方
向の一端がそれぞれはみ出すように積層された状態で捲回される。その結果として、捲回
電極体１２の捲回軸方向の一方および他方の端部には、正極シート３２の幅方向の一端が
捲回コア部分３１（すなわち正極シート３２と負極シート３４とセパレータシートとが密
に捲回された部分）から外方にはみ出した部分３２Ａと、負極シート３４の幅方向の一端
が捲回コア部分３１から外方にはみ出した部分３４Ａとがそれぞれ形成されている。
【００３０】
　かかる捲回電極体３０を構成する材料および部材自体は、従来のリチウムイオン電池に
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備えられる電極体と同様でよく、特に制限はない。例えば正極シート３２は、長尺状の正
極集電体（例えばアルミニウム箔）の上に正極活物質層が形成された構成であり得る。こ
の正極活物質層の形成に用いる正極活物質としては、従来からリチウムイオン電池に用い
られる物質の一種または二種以上を特に限定なく使用することができる。好適例として、
ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２等のリチウム遷移金属酸化物が挙げられる
。負極シート３４は、長尺状の負極集電体（例えば銅箔）の上に負極活物質層が形成され
た構成であり得る。この負極活物質層の形成に用いる負極活物質としては、従来からリチ
ウムイオン電池に用いられる物質の一種または二種以上を特に限定なく使用することがで
きる。好適例として、グラファイトカーボン、アモルファスカーボン等の炭素系材料、リ
チウム遷移金属酸化物、リチウム遷移金属窒化物等が挙げられる。上記セパレータシート
の好適例としては、多孔質ポリオレフィン系樹脂で構成されたものが挙げられる。
【００３１】
　ケース１２への電極体３０の収容は、例えば以下のようにして好適に行うことができる
。すなわち、蓋体４０に設けられた正極端子１５および負極端子１６の内側端を正極シー
トおよび負極シートのはみ出し部３２Ａ，３４Ａにそれぞれ接合（例えば溶接）すること
により電極体３０と蓋体４０とを結合する。そして、この蓋体４０に結合された電極体３
０をケース本体１３の開口部から内部に収めるようにして該開口部に蓋体４０を被せ、蓋
体４０とケース本体１３との合わせ目を例えばレーザ溶接により封止する。このようにし
てケース１２に捲回電極体３０が収容される。なお、蓋体４０に設けられた貫通孔２１は
、この時点では図４に示すように開放された（封止されていない）状態にある。
【００３２】
　次いで、外装ケース１２に電解液を注入する（図２に示すステップＳ２０）。これによ
り電極体３０と電解液とがケース１２に収容された電池組立体２０を得る。本例に係る製
造方法では、図４に示す状態にある蓋体４０の貫通孔２１を通じてケース１２内に電解液
を注入する。
　上記電解液としては、従来からリチウムイオン電池に用いられる非水電解液と同様のも
のを特に限定なく使用することができる。かかる非水電解液は、典型的には、適当な非水
溶媒に支持塩を含有させた組成を有する。上記非水溶媒としては、例えば、エチレンカー
ボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エ
チルメチルカーボネート、１，２－ジメトキシエタン、１，２－ジエトキシエタン、テト
ラヒドロフラン、１，３－ジオキソラン等からなる群から選択された一種または二種以上
を用いることができる。また、上記支持塩としては、例えば、ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４，
ＬｉＡｓＦ６，ＬｉＣＦ３ＳＯ３，ＬｉＣ４Ｆ９ＳＯ３，ＬｉＮ（ＣＦ３ＳＯ２）２，Ｌ
ｉＣ（ＣＦ３ＳＯ２）３等のリチウム塩を好ましく用いることができる。本例に係るリチ
ウムイオン電池では、エチレンカーボネートとジエチルカーボネートとの混合溶媒（例え
ば質量比１：１）に支持塩としてのヘキサフルオロリン酸リチウム（ＬｉＰＦ６）を約１
ｍｏｌ／リットルの濃度で含有させた電解液を用いている。
【００３３】
　電解液の注入後、貫通孔２１を仮封止する（図２に示すステップＳ３０）。この仮封止
は例えば以下のようにして行われる。すなわち、図５に示すように、ポリマー材料からな
りポリマー露出部４８の外周とほぼ同じ外周径を有する薄い円板状（シート状）の仮封止
部材２２を用意する。この仮封止部材２２の外周をポリマー露出部４８の外周に位置合わ
せして、該仮封止部材２２を貫通孔２１の外部開口端２１Ａの外側から筒状部材４２に被
せる。そして、図６に示すように、仮封止部材２２とポリマー露出部４８（ポリマー層４
４）とを熱溶着する。これにより貫通孔２１の内部空間とケース１２の外部空間とが遮断
される。上記熱溶着操作は一般的なポリマー材料の溶着と同様にして行うことができるの
で、詳細な説明は省略する。
　仮封止部材２２の好ましい構成材料としては、ポリマー層４４の構成材料として例示し
た各種のポリマー材料を適宜選択することができる。熱溶着性の観点から、少なくともポ
リマー層４４に溶着される部分（すなわち、円板状の仮封止部材２２においてポリマー露
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出部４８に対向する面の外周部分）が該ポリマー層の構成材料と同種（典型的には同一）
のポリマー材料により構成された仮封止部材２２の使用が好ましい。例えば、ポリマー露
出部４８に対向する面の外周部分または当該対向面の全範囲にポリマー層の構成材料と同
種のポリマー材料からなる熱溶着層が設けられた構成の仮封止部材２２を使用してもよく
、あるいは全体がポリマー層の構成材料と同種のポリマー材料からなる仮封止部材２２を
用いてもよい。
【００３４】
　次いで、図６に示す仮封止状態にある電池組立体２０を初期充電する（図２に示すステ
ップＳ４０）。この初期充電は、従来の一般的なリチウムイオン電池におけるコンディシ
ョニング（初期充放電）を行う場合の操作と同様にして実施することができる。典型的に
は、初期充電は充電開始から少なくともＳＯＣ２０％に至るまでの間、１／３Ｃ以下（典
型的には、１／２０Ｃ～１／３Ｃ）の充電レート（電流値）で行うことが好ましい。
【００３５】
　かかる初期充電の後、図７に示すように、仮封止部材２２にガス排出孔２３を形成する
ことにより貫通孔２１の内部空間（ケース１２の内部空間）を外部に開放する。これによ
りケース１２の内部から貫通孔２１およびガス排出孔２３を介してケース外に至るガス抜
き通路Ｇが形成され、このガス抜き通路Ｇを通ってケース１２内の余剰ガス（典型的には
、主として上記初期充電により生じたガス）が外部に排出される（図２に示すステップＳ
５０）。
　ここで、図６に示す仮封止状態において仮封止部材２２は貫通孔２１の内部には入り込
んでいない。すなわち、貫通孔２１の内部空間は空洞のままの状態（電解液が溜まりにく
い状態）に維持されている。また、仮封止部材２２が貫通孔２１を通してケース１２内に
臨む位置（外部開口端２１Ａを覆う位置）は周辺部分４０Ｂよりも高い位置（すなわち、
ケース１２内に貯留された電解液の液面からより遠い位置）にあるので、ケース１２内の
電解液が仮封止部材２２の内面に到達しにくい。このように貫通孔２１および仮封止部材
２２の付近に電解液が溜まりにくい構造となっているので、図７に示すガス排出時にガス
と一緒に電解液が噴き出す事象を高度に防止することができる。
【００３６】
　ガス排出孔２３の形成方法は、貫通孔２１の内部空間を外部に開放し得る孔を仮封止部
材２２に形成することのできる方法であればよく、特に限定されない。例えば、仮封止部
材２２が貫通孔２１に臨む部分に適当な穿孔具（針、パンチ、ドリル等）を用いて孔を開
ける方法、仮封止部材２２にレーザ等の高エネルギー線を照射して孔を開ける方法等を適
宜採用することができる。仮封止部材２２に孔を開ける範囲は、該仮封止部材２２が貫通
孔２１に臨む部分およびその周囲を含む部分であってもよい。例えば図７には、金属露出
部４９の外周に沿ってその外周よりも少し内側にレーザを円形状（円周状）に照射するこ
とにより、貫通孔２１および金属露出部４９の内周部分を覆う範囲で仮封止部材２２を除
去し、この範囲にガス排出孔２３を形成した例を示している。
【００３７】
　ガス抜きが終了したら、図８に示すように、金属製の本封止部材２４を蓋体４０（蓋本
体４１）に溶接することにより貫通孔２１の本封止を行う（ステップＳ６０）。これによ
り貫通孔２１の内部空間（ケース１２の内部空間）と外部との連通を再び遮断する。ここ
で使用する本封止部材２４は、筒状部材２２およびその外表面に溶着された仮封止部材２
２の全体を覆う有底円筒状のカバー部２５と、カバー部２５の開口端から外周に広がるフ
ランジ部２６とを有する。本封止部材２４の構成材質としては、蓋本体４１と溶接可能な
各種の金属材料（アルミニウム、ステンレス鋼等）を使用することができる。本例ではア
ルミニウム製の本封止部材２４を用いている。筒状部材４２および仮封止部材２２の外周
を囲む環状の溶接部２７においてこのフランジ部２６を蓋本体４１に溶接（例えば、レー
ザ溶接、電子ビーム溶接等の溶接方法を好ましく採用し得る。）することにより、貫通孔
２１（ケース１２）を本封止する。このようにしてリチウムイオン電池１０を得る。その
後、必要に応じて電池性能等の品質チェックを行う検査工程を行ってもよい。
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【００３８】
　本例に係る製造方法によると、上述のようにステップＳ５０（ガス抜き工程）において
電解液の噴き出し（飛散）が回避されているので、蓋本体４１の外側（特に、溶接部２７
が形成される部分）に電解液が付着することが未然に防止されている。したがって、本封
止部材２４の溶接時において、電解液中の支持塩に起因するブローホールの発生等を回避
することができ、これにより良好な溶接品質を安定して実現することができる。
【００３９】
　　＜例２＞
　本例は、上述した例１とは異なる形状の本封止部材を用いてリチウムイオン電池１０を
製造する一例である。すなわち本例では、例１と同様にして図２に示すステップＳ１０～
Ｓ５０を実施した後（図３～図７参照）、図９に示すように、ガス抜き孔２３の形成によ
り再度露出された状態にある金属露出部４９（金属層４３）に金属製の本封止部材１２４
を溶接することによって本封止を行う（ステップＳ６０）。ここで使用する本封止部材１
２４は、貫通孔２１の開口径（すなわち外部開口端２１Ａの直径）よりも大きく金属露出
部４９の外周径よりも小さい直径の円板状に形成された係止部１２５と、この係止部１２
５の中央部に形成された凸部１２６とを備える。この凸部１２６を貫通孔２１に挿入する
ことで本封止部材１２４の位置合わせを行い、次いで外部開口端２１Ａを囲む環状の溶接
部１２７において係止部１２５を金属露出部４９に溶接（例えば、レーザ溶接、電子ビー
ム溶接等の溶接方法を好ましく採用し得る。）することで貫通孔２１の内部空間（ケース
１２の内部空間）を外部から遮断（封止）する。なお、本封止部材１２４の構成材料とし
ては、例１に示す本封止部材２４と同様の金属材料を好ましく採用することができる。
　本例によると、例１に示す形態に比べて蓋体４０と本封止部材１２４をとの溶接部１４
７を小さくすることができるので、本封止部材１２４を蓋体４０（ここでは金属露出部４
９）に溶接するために要する溶接エネルギーが少なくて済むという利点がある。
【００４０】
　なお、筒状部材２２を蓋本体４１にかしめ固定するにあたり、図１０に示すように、貫
通孔２１を囲む環状部分において局部的に強くかしめる部分（強かしめ部）４７を設け、
この部分のポリマー層４４の厚みを他の部分よりも小さくする（潰す）ようにしてもよい
。このように強かしめ部４７においてポリマー層４４の厚み（シール圧縮高さ）を小さく
することにより、該ポリマー層４４を透過するガス量を低減し、ケース１２の封止性（密
閉性）をさらに高めることができる。このように強かしめ部４７を設けた構造は、図８に
示す形状の本封止部材２４を用いる形態のリチウムイオン電池の製造にも適用されて、同
様にケース１２の封止性を高める効果を発揮することができる。
【００４１】
　　＜例３＞
　本例は、上述した例１とは貫通孔形成部分４０Ａの構造が異なる蓋体４０を用いてリチ
ウムイオン電池１０を製造する一例である。
　すなわち、本例で使用する外装ケース１２の蓋体４０は、図１１に示すように、蓋本体
４１の開口部４１Ａにポリマー材料製（ここではポリプロピレン製）の貫通孔形成部材２
４２が設けられた構成を有する。この貫通孔形成部材２４２は、開口部４１Ａの内周を覆
って延びる筒状部分と、該筒状部分の両端から蓋本体４１の外表面および内表面に沿って
フランジ状に広がる部分とを有する。そして、貫通孔形成部材２４２の上記筒状部分の内
部に、蓋体４０（外装ケース１２）の内外を連通可能な貫通孔２１が形成されている。す
なわち、貫通孔形成部材２４２が設けられた部分は、貫通孔２１を区画形成する貫通孔形
成部分４０Ａとして構成されている。この貫通孔形成部分４０Ａは、当該部分を囲む周辺
部分４０Ｂに比べて、貫通孔形成部材２４２が蓋本体４１の外表面を覆う厚みの分だけ蓋
体４０（外装ケース１２）の外側に突出している。これにより、貫通孔２１の外部開口端
２１Ａは、周辺部分４０Ｂ（蓋本体４１の外表面）よりも高い位置に形成されている。
【００４２】
　図１１に示すように貫通孔２１が開放された状態で、例１と同様に貫通孔２１からケー
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ス１２内に電解液を注入して電池組立体２０を構築する（図２に示すステップＳ２０）。
次いで、貫通孔形成部材２４２が蓋本体４１の外表面を覆うフランジ状部分、すなわち蓋
体４０の外表面に貫通孔形成部材２４２が露出したポリマー露出部４８に、該ポリマー露
出部４８の外周と同等またはそれよりやや小さい径の薄い円板状に形成された仮封止部材
２２を溶着する。これにより貫通孔２１を仮封止する（図２に示すステップＳ３０）。な
お、仮封止部材２２の構成材料としては、例１において例示したものと同様のポリマー材
料（例えばポリプロピレン）を適宜選択して用いることができる。
【００４３】
　図１２に示す仮封止状態で電池組立体２０の初期充電を行う（ステップＳ４０）。その
後、図１３に示すように、貫通孔２１を覆う部分の仮封止部材２２に例１と同様にしてガ
ス排出孔２３を形成し、ケース１２内のガスを排出する（ステップＳ５０）。本例に係る
製造方法（仮封止構造、ガス抜き方法）によると、例１と同様に、ガス排出時における電
解液の噴き出しを防止することができる。
　次いで、図１４に示すように、貫通孔形成部材２４２および仮封止部材２２の全体を覆
うようにして、例１で用いたものと同様の（例えばアルミニウム製の）本封止部材２４を
配置し、これらの外周を囲む環状の溶接部２７において本封止部材２４のフランジ部２６
を蓋本体４１に溶接する。これにより貫通孔２１（ケース１２）を本封止する（ステップ
Ｓ６０）。
　本例に係る製造方法によると、例１と同様に蓋本体４１の外側（溶接部２７）への電解
液の付着が防止されているので、良好な溶接品質を安定して実現することができる。
【００４４】
　なお、貫通孔形成部材２４２の構成材料としては、例１において筒状部材４２のポリマ
ー層４４を構成するポリマー材料として例示したものと同様の材料を適宜選択して用いる
ことができる。少なくとも仮封止部材２２と溶着される部分は該仮封止部材２２との溶着
性のよいポリマー材料（例えば、仮封止部材２２の溶着部と同種のポリマー材料、典型的
には同一のポリマー材料）により形成されていることが好ましい。かかるポリマー材料を
例えばインサート成形することにより、蓋本体４１の開口部４１Ａに貫通孔形成部材２４
２を適切に設けることができる。
【００４５】
　また、この例３に係る製造方法の変形例として、図１３に示すガス抜き工程の後、図１
５に示すように、ガス排出孔２３を覆う再封止部材２８を仮封止部材２２の外表面に固定
（例えば溶着）してもよい。この再封止部材２８は、仮封止部材２２と同様の（好ましく
は仮封止部材と同種（典型的には同一）の）ポリマー材料により、仮封止部材２２とほぼ
同径の薄い円板状に形成された部材であり得る。かかる再封止部材２８を設けた後、その
上から本封止部材２４を溶接する。このようにガス排出口２３を塞ぐ再封止部材２８を設
けた構成によると、例えば電池１０が不適切な姿勢（例えば、横倒しの姿勢や上下が逆転
した姿勢）におかれた場合にも、ガス排出口２３の内側に電解液を留めることができる。
したがって、例えばガス排出口２３から脱出した電解液が本封止部材２４と蓋本体４１と
の間の空間に溜まる事象を回避することができる。このことによって、ケース１２内に留
まって電極体３０に浸透し得る電解液の量をより精度よく管理することができる。
【００４６】
　　＜例４＞
　本例は、上述した例１とは貫通孔形成部分４０Ａの構造が異なる蓋体４０を用いてリチ
ウムイオン電池１０を製造する他の一例である。
　図１６には、本例により製造されるリチウムイオン電池１０の全体構造を模式的に示し
ている。本例に係る蓋体４０には、電極端子１５，１６の間に位置する部分の幅方向の中
央部に、該蓋体４０（ケース１２）の外方に突出する円筒状の筒部３４２が形成されてい
る。筒部３４２の外側端には、該筒部３４２から径方向外側に広がるフランジ部３４４が
形成されている。この筒部３４２の内部に貫通孔２１が形成されている。すなわち、この
筒部３４２（およびフランジ部３４４）が形成された部分は、貫通孔２１を区画形成する
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貫通孔形成部分４０Ａとして構成されている。この貫通孔形成部分４０Ａは、当該部分を
囲む周辺部分４０Ｂに比べて、筒部３４２の軸方向長さ分だけ蓋体４０（外装ケース１２
）の外側に突出している。これにより貫通孔２１の外部開口端２１Ａは、周辺部分４０Ｂ
（蓋本体４１の外表面）よりも高い位置に形成されている。図１６に示す状態のリチウム
イオン電池１０（完成品）では、貫通孔２１の外部開口端２１Ａを覆う金属製の本封止部
材２４が蓋体４０の外表面に溶接固定されている。この本封止部材２４によって貫通孔２
１の内部空間（すなわちケース１２の内部空間）が外部から遮断（封止）されている。
【００４７】
　このような構成の蓋体４０を備えた外装ケース１２を用いて図１６に示すリチウムイオ
ン電池１０を製造する際には、図１７に示すように貫通孔２１が開放された状態の蓋体４
０に、例１と同様に電極体３０を結合し、該電極体３０を内部に収めるようにしてケース
本体１３に蓋体４０を被せ、蓋体４０とケース本体１３との合わせ目を例えばレーザ溶接
により封止する（ステップＳ１０）。次いで、図１７に示す開放状態の貫通孔２１からケ
ース１２内に電解液を注入して電池組立体２０を構築する（ステップＳ２０）。
【００４８】
　一方、図１７に示すように、フランジ部３４４の外径よりも若干大きな内径を有する有
底円筒状の仮封止部材３２２を用意する。この仮封止部材３２２は、所定の温度（熱収縮
温度）以上に加熱することにより収縮する性質を示す樹脂材料（いわゆる熱収縮性樹脂材
料）により形成されている。かかる熱収縮性樹脂材料としては、ポリオレフィン系のもの
、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステルを主体とするもの、ポリスチレン系のも
の等が市販されており、これらの市販材料から適当なものを選択して用いればよい。ある
いは、目的とする形状に成形された熱収縮性樹脂部材を購入して使用してもよい。本例で
はポリオレフィン系の熱収縮性樹脂材料を成形してなる仮封止部材３２２を使用した。
　この仮封止部材３２２は、例えば以下のようにして筒部３４２の外側端（すなわちフラ
ンジ部３４４）に取り付けられる。すなわち、図１７に示すように仮封止部材３２２を筒
部３４２の外側端からフランジ部３４４に被せ、ドライヤー等を用いて仮封止部材３２２
を加熱収縮させて、図１８に示すように、仮封止部材３２２の内周とフランジ部３４４の
外周とを密着させる。これにより貫通孔２１の内部空間が外部から遮蔽され、貫通孔２１
が仮封止される（ステップＳ３０）。
　なお、このような熱収縮性樹脂製の仮封止部材２２に代えて、弾性材料（例えば、ＥＰ
ＤＭ等のゴム材料）からなる有底円筒状の仮封止部材２２を使用し、該仮封止部材２２の
内周が弾性力によりフランジ部３４４の外周に密着するようにしてフランジ部３４４に被
せることにより貫通孔２１を仮封止してもよい。
【００４９】
　図１８に示す仮封止状態で電池組立体２０の初期充電を行う（ステップＳ４０）。その
後、図１９に示すように、貫通孔２１を覆う部分の仮封止部材２２に例１と同様にしてガ
ス排出孔２３を形成し、ケース１２内のガスを排出する（ステップＳ５０）。本例に係る
仮封止構造によると、図１８に示す仮封止状態において仮封止部材２２は貫通孔２１の内
部に入り込んでおらず、また仮封止部材２２が貫通孔２１を通してケース１２内に臨む位
置（外部開口端２１Ａを覆う位置）は周辺部分４０Ｂよりも高い位置にある。したがって
、本例に係る製造方法によると、例１と同様に、ガス排出時における電解液の噴き出しを
高度に防止することができる。また、筒部３４２の外側端にフランジ部３４４が設けられ
ているので、このフランジ部３４４に仮封止部材３２２を係合させることで、該仮封止部
材３２２が内圧で抜ける（筒部３４２から外れる）等の不具合を防止することができる。
　次いで、図２０に示すように、筒部３４２、フランジ部３４４および仮封止部材３２２
の全体を覆うようにして例１で用いたものと同様の（例えばアルミニウム製の）本封止部
材２４を配置し、これらの外周を囲む環状の溶接部２７において本封止部材２４のフラン
ジ部２６を蓋本体４１に溶接する。これにより貫通孔２１（ケース１２）を本封止する（
ステップＳ６０）。
　本例に係る製造方法によると、例１と同様に蓋本体４１の外側（溶接部２７）への電解
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液の付着が防止されているので、良好な溶接品質を安定して実現することができる。
【００５０】
　なお、例３に係る製造方法の変形例と同様に、図１９に示すガス抜き工程の後、例えば
図２１に示すように、ガス排出孔２３を覆う（塞ぐ）再封止部材２８を仮封止部材３２２
の外表面に固定（典型的には溶着）してもよい。この再封止部材２８は、仮封止部材３２
２と同様の（好ましくは仮封止部材と同種、典型的には同一の）ポリマー材料により、仮
封止部材３２２とほぼ同径の薄い円板状に形成された部材であり得る。あるいは、図２２
に示すように、熱収縮性樹脂からなる有底円筒状の再封止部材３２８を仮封止部材３２２
の上から被せ、この状態で再封止部材３２８を加熱して収縮させることによって再封止部
材３２８を取り付けてもよい。これらの変形例によると、例３に係る製造方法の変形例と
同様に、電極体３０に浸透し得る電解液の量をより精度よく管理することができる。
【００５１】
　上述した各例において、貫通孔２１の内径は、少なくとも凡そ１ｍｍ以上（典型的には
凡そ１ｍｍ～１０ｍｍ）であることが好ましく、凡そ２ｍｍ以上（典型的には凡そ２ｍｍ
～７ｍｍ）であることがより好ましい。例えば、蓋体４０の幅が１０ｍｍ～１５ｍｍ程度
である場合、貫通孔２１の内径を凡そ３ｍｍ～５ｍｍとすることが好ましい。かかる内径
の貫通孔２１によると、該貫通孔２１の内部に電解液が溜まる（付着したまま保持される
）事象をよりよく防止することができる。
　また、周辺部分４０Ｂから貫通孔２１の外部開口端２１Ａまでの高さ（典型的には、仮
封止部材２２，３２２の内側表面までの高さと概ね一致する。）は、少なくとも凡そ０．
２ｍｍ以上であることが好ましく、凡そ０．５ｍｍ以上であることがより好ましい。上記
高さが凡そ１ｍｍ以上であってもよく、凡そ２ｍｍ以上（さらには凡そ５ｍｍ以上）であ
ってもよい。上記高さの上限は特に限定されないが、電池１０の設置スペースを節約する
という観点からは、該高さを電極１５，１６と同等またはそれよりも低くすることが好ま
しく、本封止の後においても本封止部材の上端を電極１５，１６と同等またはそれよりも
低く維持し得る高さとすることがより好ましい。通常は、上記高さを凡そ２０ｍｍ以下（
より好ましくは１０ｍｍ以下）とすることが適当である。
【００５２】
　以上、本発明を好適な実施形態により説明してきたが、こうした記述は限定事項ではな
く、もちろん種々の改変が可能である。例えば、電極体の構成は上述のような捲回タイプ
に限られず、例えば正極シートと負極シートをセパレータシートと共に交互に積層して成
る積層タイプ電極体（積層電極体）であってもよい。電池の種類は上述したリチウムイオ
ン電池に限られず、電極体構成材料や電解液の組成が異なる種々の電池、例えばリチウム
金属やリチウム合金を負極とするリチウム二次電池、ニッケル水素電池、ニッケルカドミ
ウム電池、あるいは電気二重層キャパシタ（物理電池）であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】例１に係る電池の構造を模式的に示す説明図である。
【図２】例１に係る電池製造方法の要部を示すフローチャートである。
【図３】例１に係る電池の蓋体の製造工程を示す断面図である。
【図４】例１に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図５】例１に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図６】例１に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図７】例１に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図８】例１に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図９】例２に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図１０】例２の一変形例に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図１１】例３に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図１２】例３に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図１３】例３に係る電池の製造工程を示す断面図である。
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【図１４】例３に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図１５】例３の一変形例に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図１６】例４に係る電池の構造を模式的に示す説明図である。
【図１７】例４に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図１８】例４に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図１９】例４に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図２０】例４に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図２１】例４の一変形例に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図２２】例４の他の変形例に係る電池の製造工程を示す断面図である。
【図２３】本発明に係る方法により製造された電池を備えた車両（自動車）を模式的に示
す側面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　　１　車両（自動車）
　１０　リチウムイオン電池（密閉型電池）
　１２　ケース
　２０　電池組立体
　２１　貫通孔
　２１Ａ　外部開口端
　２２，３２２　仮封止部材
　２３　ガス排出孔
　２４，１２４　本封止部材
　２７，１２７　溶接部
　２８，３２８　再封止部材
　３０　捲回電極体
　４０　蓋体
　４０Ａ　貫通孔形成部分
　４０Ｂ　周辺部分
　４１　蓋本体
　４２　筒状部材
　４３　金属層（内周層）
　４４　ポリマー層（外周層）
　４８　ポリマー露出部
　４９　金属露出部
２４２　貫通孔形成部材
３４２　筒部
３４４　フランジ部
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